








は　じ　め　に

都市環境部下水道課長　　堀井　達久

　本市は、昭和39年から始まった公有海面埋め立て事業により市域は約4倍にもなり、
全域を公共下水道区域として整備し、平成27年度末時点での整備率は94.2%、人口普
及率は99.7%となっています。
　平成23年3月11日に発生した東日本大震災において、本市は震度5強及び30分後
には震度5弱が発生、液状化により宅地を始め道路や学校、公園といった公共施設に被
害をもたらしました。
　下水道施設についても大きな被害が発生し、約60kmの管きょの中に、液状化した噴
砂が詰まり最大12,000世帯に対し下水道使用制限を実施しました。
　破損した管きょに対しバイパスを設置し約1か月後の4月15日に応急仮復旧が完了
し下水道が使用できるようになりました。
　耐震対策を施した本復旧工事は、平成24年度より実施し平成27年度末に完了して
います。
　復旧事業費は約190億円（委託費等含む）であり、ひとたび災害が起きると莫大な事
業費や支援が必要となることから、本市は現在下水道施設の耐震化を実施していると
ころです。
　「東日本大震災　－浦安市の記録－」では、今回発生した東日本大震災の被害状況を
はじめ、発災直後から本復旧までをまとめたものです。今後起こりうる震災時の対応の
参考にしていただければ幸いです。
　最後になりますが、本市の復旧事業にご理解とご協力を賜りました市民や自治会・
管理組合をはじめ、ご支援・ご協力をいただきました国土交通省、千葉県、近隣自治体、
東京都、協力団体・協会等の関係者の方々に心より感謝を申し上げます。

平成29年3月
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	1.1.	 本　　震  
　平成23年3月11日14時46分に三陸沖を震源としたマグニチュード9.0の地震が発生しま
した。この地震では、宮城県において最大震度7を観測し、東北から関東の太平洋側では震度
5強〜6強と近年に類を見ない巨大な地震でした。

●M9.0という地震の規模は、1923年（大正12年）の関東地震（関東大震災）のM7.9や1994年
（平成6年）の北海道東方沖地震のM8.2を上回る日本国内観測史上最大の巨大地震であった。

●揺れの継続時間は200秒以上となり、平成7年の阪神大震災や平成16年の新潟県中越地震の
20〜30秒と比べて、長時間続いたことも特徴的であった。

●震源域は500㎞×200㎞に及んでおり、破壊開始から破壊が終わるまでにかかる時間が長く、
その結果、観測記録は継続時間が長かった。

●浦安市における観測記録では、加速度や速度の振幅は小さかったものの、主要動の後は長周期
の振動が継続した。

第 1章 東北地方太平洋沖地震の特徴・概要
東日本大震災　－浦安市の記録－

図1.1　東北地方太平洋沖地震の概況（上図：気象庁より）
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	1.2.	 余　　震  
　本地震では、余震活動が著しく活発であり、本震（マグニチュード9.0）の30分後に最大余震

（マグニチュード7.7）が発生しました。その後も余震は岩手県沖から茨城県沖の広い範囲で発
生しており、平成24年4月時点において、最大震度6強が2回、6弱が2回、5強が11回、5弱が
37回、4が191回発生し、長期間にわたって余震は続きました。
　その後も、本震の余震と想定されるものとして、静岡県東部や新潟県中越地方、長野県北部、
熊本県熊本地方等の東日本以外の地域においても、震度5強クラスの地震が発生しています。

第 1章 東北地方太平洋沖地震の特徴・概要
東日本大震災　－浦安市の記録－

図1.2　本震及びマグニチュード5.0以上の
余震の震源分布

図1.3　余震回数比較図（本震を含む海域で発
生したマグニチュード5.0以上の余震
回数）

出典：  気象庁、平成23年11月　地震・火山月報（防災編）、
ISSN1343-4977、平成23年11月30日
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	1.3.	 地震による被害  
　今回の地震による被害は、地震の揺れによる建物の倒壊、ライフラインの寸断、人的被害は
もとより、本震の約30分後から東北地方沿岸部の広範囲を襲った大津波による多くの人命の
犠牲、ライフラインの寸断・建物の損壊喪失、浸水等の甚大な被害と、2分以上とこれまでにな
いような長い継続時間の地震による茨城県の霞ケ浦周辺や本市を含む東京湾岸域に発生した
広域液状化被害でした。また、その地殻変動により地盤沈下が広範囲で発生したことも特徴と
してあげられます。

図1.4　液状化発生箇所（関東地方）

東京湾岸の液状化発生箇所

※国土交通省関東地方整備局HPより
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※ 緑色、青色系が沈下を表しており、新町、中町の埋立て地区の沈下が顕著です。
図1.5　震災前と後での標高差

写真1.1　浦安市内の液状化被害の状況（路面の液状化、建物の傾斜、マンホールの突出）
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	2.1.	 浦安市の成り立ち  
　本市は3方を海と川で囲まれ、大きな山もない平坦な地盤（面積：約4.5㎞2）が埋立てられ、
現在の面積は16.98㎞2（当初の4倍）となっています。

●地域は元々の地盤の元町、埋立て地の中町、新町の3つに分けられる。
●埋立て地盤は昭和40年〜55年頃に海砂による埋立て（海面埋立て事業）により造成される。
●土地利用では主に東側が住宅・商業施設のゾーン、西側がアーバンリゾートゾーン、工業ゾーン

に分けられる。
●今回の被害は埋立て砂層（地盤下2mから10m程度の範囲）の液状化によるものと考えられる。

図2.1　地域及び地盤状況
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図2.2　土地利用状況

図2.3　地区及び地名
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	2.2.	 被害概要  
　市域のうち、埋立て地である中町、新町地区のほぼ全域で液状化現象が発生し、戸建住宅の
沈下傾斜、大・中規模建築物の周辺地盤の沈下、道路の路面変状、下水道施設、河川・海岸施設
及びその他のライフライン（上水道、電気、ガス、通信）施設の被害が発生しました。

図2.4　浦安市被害概要

	2.3.	 家屋の被害状況  
（1）小規模建築物の被害状況
　戸建住宅等の小規模建築物では、液状化による地盤沈下で建築物が不同沈下をおこし、
中町、新町において約3,700棟の建築物が1/100以上の傾きにより半壊以上の認定を受ける
等大きな被害となりました。

表2.1　建物被害認定調査結果

図2.5　傾斜による被害認定調査基準（新基準）
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図2.6　戸建て住宅の平均傾斜

●道路の高さよりも沈下した建築物では、降雨時の冠水防止のため排水ポンプの設置等二次被害
防止のための対応が必要となった。

●敷地内の汚水桝や汚水管、雨水桝や雨水管に液状化による土砂が流入し、撤去に相当な時間を
要した。また、建築物の傾斜に伴って汚水管が逆勾配になり、使用できない状況がみられた。

●敷地内に噴出した土砂は個人で道路上まで撤去し、これを市が回収撤去することとなった。市民
にとって重労働であり、特に高齢者の家庭等では、個人での対応が困難な状況がみられた。

写真2.1　小規模建築物の被害状況（家屋の傾斜、敷地への堆積土砂、土砂の撤去）
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（2）大・中規模建築物の被害状況
　公共及び民間の大・中規模建築物は、そのほとんどが支持杭または摩擦杭で施工されていた
ことなどから、建築物本体には大きな被害は発生していませんでした。

●建築物周囲の地盤沈下によりエントランス周りに段差が生じ、建築物からの出入に危険な部分が
あった。段差は、最大50㎝程度に及ぶものもあった。

●建物周辺に段差が生じた付近や液状化した周辺地盤において、ライフラインや外構に大きな被
害がみられた。

●液状化により、敷地内でも地下埋設物（マンホール、地下駐車場等）の浮上りがみられた。

写真2.2　大、中規模建物の被害状況（周辺地盤の沈下）

	2.4.	 公共物の被害状況  
2.4.1.　道路の被害状況 
　道路では土砂の噴出・堆積、歩道部での損傷が多くみられ、時間の経過とともに道路陥没が
増えました。

●県道・市道（幹線）は、噴砂による交通障害が発生したが、2日間で供用制限が解除された。
●市道の被災延長は総延長約200㎞のうち約80㎞（36%）である。
●車道部の主な損傷は、土砂の噴出である。
●歩道部には損傷（段差、蛇行、舗装の割れ等）が多く、その程度が大きいことが確認された。
●道路陥没は3月時点で3ヶ所あったが、その後の4〜8月の5ヶ月間で119ヶ所発生した。

表2.2　道路の被害状況（上表：道路種別内容、下表：道路陥没状況）
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図2.7　道路被害の状況

写真2.3　道路の被害状況（左上：今川、右上：日の出、左下：千鳥、右下：高洲）
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2.4.2.　河川・海岸護岸の被害状況 
　河川・海岸護岸では、比較的軽微な被害（水たたき、法面コンクリートの損傷等）が多く、構造
物の倒壊といった致命的な被災はみられませんでした。

<被害の大きかった箇所>
●境川、見明川、浦安海岸（日の出）、浦安海岸（高洲）では、液状化に伴う側方流動により護岸本体

が海（河）側へ変位し、天端及び背後地の沈下、エプロンの損傷が生じた。

図2.8　河川・海岸護岸の被害箇所

写真2.4　河川・海岸護岸の被害状況（左：境川の護岸、右：日の出護岸）
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2.4.3.　ライフラインの被害状況 
（1）水道
　中町、新町地区を中心に漏水が発生し、日最大33,000世帯への供給が停止しました。

●管の破損（配水管が数箇所、ほとんどが給水管）、継手のズレや抜け出し、その他であった。
●元町地区では被害は確認されなかった。
●近年普及が進んでいる耐震性に優れた管材（NS管）では漏水被害は全く無かった。

図2.9　水道施設地区別漏水件数（提供：千葉県水道局）

図2.10　水道施設の被害内訳

凡 　 例

漏水件数

1〜50件

51〜100件

101〜150件

151〜200件
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（2）ガス
　液状化によるガス等の損傷、管内への土砂の流入により日最大8,631世帯への供給が停止
しました。

●低圧管では液状化した土砂が管の一部の損傷箇所から大量の水とともにガス管内に侵入し、
約11㎞の区間で供用不能となり、日最大8,631世帯への供給が停止した。

●中圧管では継手部の亀裂損傷、低圧管で継手抜け出し等の被害が発生した。
●主要導管である高圧管では被害が無かった。
●近年普及が進んでいる、耐震性に優れた管材（ポリエチレン管）には被害は無かった。

図2.11　ガス施設の被害状況（提供：京葉ガス株式会社）
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（3）電気
　今回の震災では多くの架空線設備が被害を受けましたが、停電に至ったものは地中ケーブ
ル損傷等地中設備に集中しました。その他の影響として、福島第二原発事故の影響に伴う計画
停電が本市においても実施されました。

●3月11日、中町及び新町の一部地域において主に地中ケーブル損傷による2時間から5時間程
度の停電が発生した。

●5月、7月にも入船・美浜地区の一部地域において、地中ケーブル損傷による10数分から1時間
程度の停電が発生した。

●架空線の設備では電柱の傾斜・沈下の被害、地中の設備ではケーブル・マンホール・ハンド
ホール・地上機器に被害が発生した。いずれも、液状化による道路・住宅、地盤沈下の被害が大き
い中町及び新町に集中していた。

●本市においても計画停電が3回（3月17日、18日、23日（被災6日、7日、12日目））実施された。
その後、国から本市への災害救助法の適用が認定されたことにより、ようやく計画停電実施対象
から除外されることとなった。

図2.12　電柱の被害状況（提供：東京電力株式会社）
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図2.13　電柱の被害内訳（提供：東京電力株式会社）

表2.3　計画停電の経緯

（4）NTT通信設備
　電柱の沈下、傾斜及びマンホール付近に損傷が発生しました。発災直後の通信障害は、短時
間に通信需要が集中したためで、液状化被害との直接的な因果関係はありませんでした。

●電柱の沈下、傾斜は、NTT東日本が管理する電柱2,424本のうち308本に発生した。
●その被害内訳は、電柱数が多い中町地区での割合が多く、液状化による道路の被害が大きい地

区で多く発生した。
●光アクセス装置の沈下傾斜の被害が発生した（中町）。
●地中設備では、新町の明海、日の出地区でマンホールの接続部の配管の損傷、マンホール、本体

でのクラック、破損等に伴いマンホール内への土砂流入も一部発生した。
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図2.14　NTT東所有電柱被災状況（提供：東日本電信電話株式会社）

2.4.4.　公共建築物の被害状況 
（1）公共公益施設（市役所、公民館、学校等）
　市役所や福祉センター、公民館等の主要な公共施設47施設のうち、26施設で液状化による
被害がみられました。
　学校関連では小学校18校のうち13施設、中学校8校のうち6施設、幼稚園14園のうち8施設
で液状化による被害がみられました。
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図2.15　市庁舎、公民館等の被害状況

図2.16　学校及び幼稚園の被害状況
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 市役所内の様子 市内私立学校玄関の陥没

 見明川中学校 校庭プール周囲 明海小学校校舎

 明海小学校 体育館周囲 入船中学校グラウンド

写真2.5　公共公益施設の被害状況

（2）公園
　浦安市管理の公園、緑道及び球技場で噴砂、不同沈下等が生じましたが、全般的に被害は軽
微でした。

●「高州中央公園」の耐震性貯水槽では、浮き上がり及び周辺地盤の沈下が生じ、「中央公園」の貯
水槽では、地盤の側方流動によりマンホール箇所がせん断破壊により使用不可能となった。

●防火水槽周辺では液状化による浮き上がりと周辺地盤の沈下が原因と考えられる数十㎝の段差
が生じた。

●一時避難場所指定公園内の防災倉庫に沈下・傾斜が生じたが、使用上の問題は無かった。
●ヘリポートは、噴砂のため作業効率は落ちたが、離発着に問題は無かった。
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図2.17　主要な公園の被災状況（災害申請箇所）

	2.5.	 公共交通  
　鉄道（JR、東京メトロ）は地震直後から運転停止となりましたが、被災翌日までに運転が再開
されました。バスは被災17日後に通常ダイヤに戻りました。また、停電に伴い交差点対策の実施

（計画停電の間に主要な交差点に警察官を配置）が行われました。
※災害対策本部会議議事録・資料より作成

表2.4　公共交通の状況
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	2.6.	 噴砂の状況  
　液状化により噴出した土砂は7万5千m3に及び、被災後の緊急点検、調査、応急復旧に当たっ
ても、まずはこれらの土砂撤去が必要であり、これまでに類を見ない被害の特徴でした。

図2.18　土砂撤去の状況

写真2.6　噴砂の状況（左：高洲地区内道路、右：噴出土砂仮置場）
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	2.7.	 本市の被害額  
　今回の地震による公共土木施設の被害額（想定見込み）は約734億円、応急復旧に関わる経
費は28億円（H23.9時点）に及びました。市全体の復旧事業に関わる災害査定総額は約200億
円（平均査定率82.4%、H23.11時点）であり、被害総額（見込額）の約3割（≒200億円/734億
円≒0.27）に相当しました。また、市全査定額の内、下水道関連は全体の6割（≒120億円/200
億円=0.60）を占めました。

 表2.5　発災時における被害見込額 表2.6　発災後の応急復旧に関わる経費

（平成23年9月末現在の支出済額）
以上、出典：「広報うらやす震災復興特集号」（H23.9.20）よりに加筆

表2.7　復旧事業に関わる災害査定額

図2.19　浦安市災害査定額の内訳
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	3.1.	 下水道の被災概要  
　下水道施設の被災概況を以下に示します。

表3.1　下水道被害の概要

 ※概要（人口、世帯数についてはH23年3月末現在）

図3.1　下水道施設の被害概要
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	3.2.	 詳細被害状況  
（1）浅い管きょの被害
　開削工法により布設された浅い管きょでは、周辺地盤が液状化し（図3.2のB）、液状化に
伴い、地盤の拘束力を失った下水道管路内に大量の土砂が一気に流入しました（図3.2のC）。
　その結果、管内に土砂の流入の有る範囲と無い範囲の違いにより荷重差が生じたことで、
地震動による管きょの蛇行や下向きのたるみの被害がさらにひどいものとなりました（図3.2
のD）。

図3.2　浅い（開削工法で布設された）管きょ被害のメカニズム

引用：下水道管渠学　田中修司（執筆代表）　環境新聞社

図3.3　開削工法のイメージ
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（2）深い管きょの被害
　非開削の推進工法で施工された深い管きょ（幹線等）は、物理的に地山に拘束された状態に
あり、これまでの被害事例では、管本体の被害は少ない傾向がありました。
　しかし、本市ではこのような深い管きょの被害として、下向きたるみが発生し、下水の滞留、
管断面円周方向にクラックが発生している等が多くみられました。
　この他には、従来と同様のマンホールと管の接合部のズレ等の被害がみられました。

図3.4　深い（推進工法で布設された）管きょ被害のメカニズム

写真3.1　深い（推進工法による布設された）管きょの被害

引用：下水道管渠学　田中修司（執筆代表）　環境新聞社

図3.5　推進工法のイメージ
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（3）マンホールの被害
　液状化によるマンホールの浮上による被害が新町に集中していました。
　この他の被害特徴として、特に深いマンホールでは、マンホール上部のブロックがズレてし
まい、構造的に危険な状態となりました。ズレで生じた隙間からは土砂が流入し、二次災害とし
て道路陥没を引き起こす可能性があったことから、このような場所では、速やかに応急仮復旧
の処置を行いました。

図3.6　マンホールの被害のメカニズム
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（4）被害状況のまとめ
　下水道施設の被害状況を以下に示します。

表3.2　下水道施設の被害状況（まとめ）
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	4.1.	 初動活動状況（時系列による活動経過）  
　地震直後の初動活動から概ね1年間の主な活動内容を時系列で示します。

表4.1　復旧活動の時系列整理
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	4.2.	 住民への応対  
（1）住民への情報提供方法
　住民への情報提供では、防災無線、ハンドマイク（声による広報）、広報誌、インターネット、
メール等を活用し、使用制限の協力依頼、復旧作業の進捗状況等の広報を行いました。

●「防災無線が聞こえない」、「メール、インターネットが利用できない」等住民の要望があり、ハンド
マイクを用いたアナウンスによる対応を行った。

●インターネットの地図情報（Googleマップ）機能を活用して復旧の進捗状況（土砂清掃の進捗状
況等）を情報公開することで、視覚的に、どこからでも情報のアクセスが可能な状態を確保した。

図4.1　情報提供方法
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表4.2　主な住民からの要望と応対（初動段階3月21日頃）

	4.3.	 応急対策  
　市の応急対策では避難所を開設、仮設トイレを設置しました。特に下水道の利用不可能なエ
リアでは、使用制限が行われたことから、避難所及び在宅を合わせた避難者分の仮設トイレ数
の確保、便袋の配布を行いました。

（1）避難所の開設
　避難所は地区別の指定避難所（29箇所）の他に合計37箇所が設置されました。総収容人数
は6千人に及び、滞在日数を考慮した総延べ人数は1万1千人となりました。
　避難所の設置期間は、3月11日から最長4月20日の34日間となりました。大半の施設の設
置期間は1週間（7日間）以内で、最も長かったのが中央公民館（34日間）でした。
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表4.3　避難所の状況

表4.4　避難所の開設から閉鎖の経緯



35

図4.2　浦安市の避難場所位置

（2）仮設トイレの設置
　下水道が使用不能になったことにより、仮設トイレが公園、学校等の避難所や自治会、団地等
の計112箇所に設置されました。それらのトイレの総数は919基に及びました。仮設トイレの衛
生管理では当初ボランティアに依頼し、その後清掃業者に委託しました。
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表4.5　仮設トイレの設置（2011.7時点）

写真4.1　仮設トイレの設置・管理
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（3）携帯トイレの配布
　本市の被害は液状化による家屋の傾きがほとんどであり、その大半はライフラインを除き居
住には概ね問題がありませんでした。ただし、下水道の使用制限に伴い宅内のトイレが使用で
きないことから、携帯用トイレ（便袋）を準備し、各家庭に配布しました。各戸に配布した携帯用ト
イレ（便袋）は延べ、29,626世帯・303,868枚に及びました。

写真4.2　携帯用トイレ（便袋）




